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 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   平 成 26 年 11 月 25 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

横 浜 市 規 則 第 73 号  

   横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を  

   改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 15 年 ３ 月 横

浜 市 規 則 第 17 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ５ 条 の ３ 中 「 前 条 第 １ 号 か ら 」 の 次 に 「 第 ４ 号 ま で 、 第 ６ 号 か

ら 」 を 、 「 並 び に 」 の 次 に 「 六 価 ク ロ ム 化 合 物 、 」 を 加 え る 。  

 別 表 第 11 の カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 の 項 中 「  0.1 」 を 「 0.03 」

に 改 め 、 同 表 の 備 考 ８ (2) 中 「 方 法 又 は 」 を 「 方 法 、 」 に 改 め 、 「 38  

.3 に 定 め る 方 法 」 の 次 に 「 又 は 規 格 Ｋ 0102 の  38.1.2 及 び 38.5 に 定 め

る 方 法 」 を 加 え 、 同 表 の 備 考 ８ (4) 中 「 Ｋ 0102 の 54 の 備 考 ７ 」 を 「 Ｋ

0102 の 52 の 備 考 ９ 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 ８ (5) 中 「 方 法 ） 」 の 次 に 「

又 は 規 格 Ｋ 0102 の  65.2.6 に 定 め る 方 法 （ た だ し 、 塩 分 の 濃 度 の 高 い

試 料 を 検 定 す る 場 合 に あ っ て は 、 規 格 Ｋ  0170-7 の ７ の ａ ） 又 は ｂ ）

に 定 め る 操 作 を 行 う も の と す る 。 ） 」 を 加 え 、 同 表 の 備 考 ８ (26) 中 「

若 し く は 34.2 」 を 「 、 34.2 若 し く は 34.4 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 ８ (27)

中 「 又 は 42.5 」 を 「 、 42.5 又 は 42.6 」 に 、 「 換 算 計 数 」 を 「 換 算 係

数 」 に 改 め 、 「 Ｋ 0102 の  43.2.5 」 の 次 に 「 又 は  43.2.6 」 を 加 え る 。  

 別 表 第 15 の カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 の 項 中 「 （ 準 備 操 作 は 規 格

Ｋ 0102 の 55 に 定 め る 方 法 に よ る ほ か 、 環 境 庁 告 示 第 59 号 付 表 ８ に 掲

げ る 方 法 に よ る こ と が で き る 。 ） 」 を 削 り 、 同 表 の シ ア ン 化 合 物 の

項 中 「 方 法 又 は 」 を 「 方 法 、 」 に 改 め 、 「 38.3 に 定 め る 方 法 」 の 次

に 「 又 は 規 格 Ｋ 0102 の  38.1.2 及 び 38.5 に 定 め る 方 法 」 を 加 え 、 同 表

の 六 価 ク ロ ム 化 合 物 の 項 中 「 方 法 」 の 次 に 「 （ た だ し 、 規 格 Ｋ 0102

の  65.2.6 に 定 め る 方 法 に よ り 塩 分 の 濃 度 の 高 い 試 料 を 測 定 す る 場 合

に あ っ て は 、 規 格 Ｋ  0170-7 の ７ の ａ ） 又 は ｂ ） に 定 め る 操 作 を 行 う

も の と す る 。 ） 」 を 加 え 、 同 表 の １ ， ２ ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン の 項 基

準 値 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。  

シ ス ― １ ， ２ ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 及  

び ト ラ ン ス ― １ ， ２ ― ジ ク ロ ロ エ チ  

レ ン の 合 計 量 と し て      0.04  

 別 表 第 15 の ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 の 項 中 「 Ｋ 0102 の 34.1 に 」 を 「

Ｋ 0102 の 34.1 若 し く は 34.4 に 」 に 改 め 、 同 表 の ア ン モ ニ ア 、 ア ン モ

ニ ウ ム 化 合 物 、 亜 硝 酸 化 合 物 及 び 硝 酸 化 合 物 の 項 中 「 合 計 量 」 を 「

合 計 量 と し て 」 に 、 「 又 は  43.2.5 」 を 「 、  43.2.5 又 は  43.2.6 」 に 改

め る 。  
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   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 11 の カ ド

ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 の 項 の 改 正 規 定 は 、 平 成 26 年 12 月 １ 日 か ら

施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  附 則 別 表 の 中 欄 に 掲 げ る 業 種 に 属 す る 事 業 所 （ 横 浜 市 生 活 環 境

の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 14 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 58 号 ） 第 ２ 条

第 ３ 号 に 規 定 す る 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る 排 水 （ 同 条

第 14 号 に 規 定 す る 排 水 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 含 ま れ る カ ド ミ ウ

ム 及 び そ の 化 合 物 の 許 容 限 度 に つ い て の 規 制 基 準 は 、 前 項 た だ し

書 に 規 定 す る 日 （ 以 下 「 一 部 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 平 成 29 年 11

月 30 日 （ 金 属 鉱 業 及 び 溶 融 め っ き 業 （ 溶 融 亜 鉛 め っ き を 行 う も の

に 限 る 。 ） に 属 す る 事 業 所 に あ っ て は 、 平 成 28 年 11 月 30 日 ） ま で

の 間 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す

る 条 例 施 行 規 則 （ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ） 別 表 第 11 の 規 定 に か

か わ ら ず 、 附 則 別 表 の 右 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。  

３  一 部 施 行 日 前 に 設 置 さ れ た 事 業 所 （ 一 部 施 行 日 前 か ら 建 設 工 事

中 の も の を 含 む 。 ） に 係 る 排 水 に 含 ま れ る カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化

合 物 の 許 容 限 度 に つ い て の 規 制 基 準 は 、 一 部 施 行 日 か ら 平 成 27 年

５ 月 31 日 （ 水 質 汚 濁 防 止 法 施 行 令 （ 昭 和 46 年 政 令 第  188 号 ） 別 表

第 ３ に 掲 げ る 施 設 を 設 置 す る 事 業 所 に つ い て は 、 同 年 11 月 30 日 ）

ま で の 間 は 、 新 規 則 別 表 第 11 及 び 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。  

附 則 別 表  

                      （ 単 位  mg ／ Ｌ ）  

 物 質 の 種 類     業  種  許 容 限

 カ ド ミ ウ ム 及 び

そ の 化 合 物  

金 属 鉱 業  カ ド ミ ウ ム と し て  0.08  

非 鉄 金 属 第 一 次 製 錬

・ 精 製 業 （ 亜 鉛 に 係

る も の に 限 る 。 ）  

カ ド ミ ウ ム と し て  0.09  

非 鉄 金 属 第 二 次 製 錬

・ 精 製 業 （ 亜 鉛 に 係

る も の に 限 る 。 ）  

溶 融 め っ き 業 （ 溶 融

亜 鉛 め っ き を 行 う も

の に 限 る 。 ）  

カ ド ミ ウ ム と し て   0.1  

 （ 備 考 ）  

  １  こ の 表 の 中 欄 に 掲 げ る 業 種 に 属 す る 事 業 所 （ 以 下 「 対 象 事

業 所 」 と い う 。 ） が 同 時 に 他 の 業 種 に 属 す る 場 合 に お い て 、
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新 規 則 別 表 第 11 又 は こ の 表 に よ り 当 該 業 種 に つ き 異 な る 許 容

限 度 が 定 め ら れ て い る と き は 、 対 象 事 業 所 に 係 る 排 水 に つ い

て は 、 そ れ ら の 規 制 基 準 の う ち 、 最 大 の 許 容 限 度 の も の を 適

用 す る 。   

  ２  こ の 表 に 掲 げ る 規 制 基 準 は 、 対 象 事 業 所 に 係 る 汚 水 又 は 廃

液 を 処 理 す る 事 業 所 に 係 る 排 水 に つ い て は 、 当 該 事 業 所 が 対

象 事 業 所 の 属 す る 業 種 に 属 す る も の と み な し て 適 用 す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 新 規 則 別 表 第 11 又 は こ の 表 に よ り 対 象 事 業

所 が 属 す る 業 種 に つ き 異 な る 許 容 限 度 が 定 め ら れ て い る と き

は 、 備 考 １ の 規 定 を 準 用 す る 。  
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